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 ２  申告書の作成例  

 

 
 

私は、祖父から現金 500 万円の贈与を受けました。祖父は直系尊属であり、平成 27 年１月１
日において、私は 20 歳以上です。「特例税率」（注）を適用して暦年課税により申告します。 
（注）「特例税率」については、２ページを参照してください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１】暦年課税（特例税率）を適用する場合 

※ 平成 27 年分の贈与税の申告書に個人番号（12 桁）の記載は不要です。 
  社会保障・税番号制度については、この「贈与税の申告のしかた」の裏表紙をご覧ください。 

転記します。

「確定申告書
等作成コーナ
ー」で作成 を
した申告書を
「 書 面 」 で 提
出する場合に
は、印刷した
申 告 書 に 必
ず「押印」をし
てください。 
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「特例贈与財産」（２ページ参照）のみを贈与により取得し、「特例税率」を適用して贈与税額を

計算する場合には、82 ページの「贈与税（暦年課税）の税額の計算明細」の「○特例贈与財産のみ

を贈与により取得した場合（申告書第一表の②欄に金額の記載がない場合）」により贈与税額を計算

します。 

なお、この「贈与税（暦年課税）の税額の計算明細」は、申告書と併せて提出する必要はありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特例贈与財産の価額の合計額（□A 5,000,000 円）から基礎控除額（□B 1,100,000 円）を控除した

課税価格（□C 3,900,000 円）に【速算表（特例贈与財産用）】の「基礎控除後の課税価格」の区分に

応じた特例税率（15％）及び控除額（100,000 円）を使用して贈与税額（□D 485,000 円）を計算しま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
１ 

「一般贈与財産」（２ページ参照）のみを贈与により取得し、「一般税率」を適用して贈与税額を

計算する場合には、82 ページの「贈与税（暦年課税）の税額の計算明細」の「○一般贈与財産

のみを贈与により取得した場合（申告書第一表の①欄に金額の記載がない場合）」により贈与税

額を計算してください。 

一般贈与財産のみを贈与により取得した場合 


